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◎保険料の額

　基準額（月額）＝ 4,000 円　　※基準額とは、大山町の介護サービス総費用のうち

19%分を大山町の 65歳以上の人数で割った額です。

　【特別徴収】年金が年額 18 万円以上の人

　　　
年金受給の際（４・６・８・１０・１２・２月）に年金から保険料があら

　　かじめ差し引かれます。

◎保険料の納め方

６５歳以上の人の保険料

　６５歳以上の人の保険料は、６月に平成２０年度の保険料額を決定し、通知書を送付し

ますのでご確認ください。

（受給される年金の額によって２つの方法に分かれます）

　４０歳から６４歳の人の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決められ、

医療保険料と一括して納めていただきます。（保険料を個別に納める必要はありません）

４０歳から６４歳の人の保険料

～安心してサービスを利用するために～

　介護保険制度は、40 歳以上のみなさんに納めていただく保険料と公費を財源に成り

立っています。介護サービスを充実させることができるように、そして介護が必要となっ

たときには誰もが安心してサービスを利用できるように、保険料は必ず納めましょう。

介護保険料

（平成 18年度～平成 20年度）

保険料段階 対象者 保険料率 保険料（年額）

第 1段階
○老齢福祉年金の受給者で世帯全員が町民税非課税の人

○生活保護の受給者
基準額× 0.5 24,000 円

第２段階
世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年

金収入額が 80 万円以下の人
基準額× 0.5 24,000 円

第３段階 世帯全員が町民税非課税であって、第 2段階以外の人 基準額× 0.75 36,000 円

第４段階 本人が町民税非課税（世帯内に町民税課税者がいる場合） 基準額 48,000 円

第５段階 本人が町民税課税で前年の合計所得額が 200万円未満の人 基準額× 1.25 60,000 円

第６段階 本人が町民税課税で前年の合計所得額が 200 万円以上の人 基準額× 1.5 72,000 円

今月は介護保険料（１期）の納付月です《普通徴収》

　　【普通徴収】年金が年額 18 万円未満の人

　　　　
送付される納付書で保険料を納めていただきます。（口座振替もできます）

　　　納期は年 4回で、納期限は、6月・8月・10 月・1月末日です。

　　　　（注）年金額が年額 18 万円以上の人でも、年度途中で 65 歳になった人や

　　　年度途中で他の市町村から転入した人なども普通徴収となり、納付書で納め

　　　ていただくことになります。

☆保険料についての問い合わせ先   税務課　☎ 0859‐54‐5208


